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※上記は一例です。詳しくは別紙１～３の清刷りをご参照ください。

２．承認シールについて
ライセンス商品には第三者による模倣品対策及びライセンス取得商品である証として、必ず標準希望
小売価格及びロイヤリティ率に応じた承認シールの貼付を製造数量×１円/枚（税別）でご購入の上
お願いしております。なお、製造数量が多い商品についてはパッケージ等に印刷することも可能です。
※1. 印刷をする場合、必ず事前に弊社の了解を得てください。また、商品製造証明書の提出が必要です。
※2. 承認シールのない商品を販売された場合は、違約金をお支払いいただきますので、予めご了承ください。
※3. 模倣品対策として承認シールのデザインを定期的に変更いたしますので、予めご了承ください。

■ ライセンス契約の概要 ①貴社の費用負担

 
 

 

１．ロイヤリティ＝税別標準希望小売価格×ロイヤリティ率×製造数量×1.1

ロイヤリティ率 ご使用される当球団商標肖像の範囲

5% ロゴマーク（Tigers Womenロゴ含） TigersGirls

※1.複数使用可 ※2.シーズンスローガン・周年ロゴ含む

8% ロゴマーク ＋ マスコット／選手等肖像 ＋ ＋

ロイヤリティ率
5% 8%

標準希望小売価格

1円～1,000円 黒 黒/赤

1,001円～3,000円 青 青/赤

3,001円～ 緑 緑/赤

等
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※小数点以下切り捨て



2

■ ライセンス契約の概要 ②その他諸条件

１．契約期間について
契約期間は最長１年となります。
※1.更新可【詳しくはＰ6参照】
※2.販売年を特定できたり、シーズンロゴを使用した商品の場合、契約期間は当該年12月31日までとなり更新はできません。なお、翌年1月1日～2月末の60日間はセルオフ期間として販売いただけます。

２．在庫商品の繰越について
契約を更新される場合、在庫商品については再度ロイヤリティが必要となります。
※契約期間満了時において商品在庫があり、契約を更新しない場合は、弊社へ事前にご連絡をいただいた上で契約満了の日から60日間はセルオフ期間として販売いただけます。【詳しくはP5参照】

３．契約の範囲について
原則ライセンス商品について排他独占的な契約を保証するものではありません。
※既存ライセンス商品と類似すると見なされる場合、デザイン等をご変更いただく場合がございます。

４．販売ルートについて
許諾商品は各社様の販路で展開いただく必要があります。

５．商標登録について
ライセンス商品名を出願・登録される場合は、事前にご相談下さい。
※商品名によっては、許諾できない場合もございますので、予めご了承ください。
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以上がライセンス契約に関する諸条件等の概要となります。
なお、具体的な手続きにつきましては、次ページ以降にて説明させていただきます。
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■ 商品企画から販売までの流れ

貴社
＜ライセンシー＞

㈱阪神タイガース
＜ライセンサー＞

談1.商

3.会社概要URLから会社情報入力・会社概要書出力

5.取引基本契約書に社印捺印後、２部郵送

6.会社審査完了後、販売計画URLを送付

9.販売計画審査完了後、商品化権使用許諾申請URLをメールで送付

10.商品化権使用許諾申請URLに商品情報入力（完成意匠図添付要）
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※追加・更新申請及び新規申請用URLもお送りいたします。

2本資料・会社概要URL・取引基本契約書・ロゴデータをメールで送付

4.会社概要書（社印捺印済）・履歴事項全部証明書（PDF）をメールで送付

7.社印捺印後、取引基本契約書1部を返送

11.商品化権使用許諾申請書の決裁印入力後PDFデータをメールで送付

※送付時期が弊社の手続きの都合上、下記の8～10より遅れる場合があります。

8.販売計画URLに商品情報入力（確定意匠図添付要）
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■ 販売開始以降の流れ

貴社
＜ライセンシー＞

㈱阪神タイガース
＜ライセンサー＞ご契約開始から10か目

更新の場合 終了の場合

契約開始から13か月目以降

※在庫がある場合

※在庫商品について再度ロイヤリティが必要となります。

＜セル・オフについて＞

契約期間満了時において
商品在庫があるにもかかわ
らず、契約を更新しない場
合は、弊社へ事前にご連
絡をいただいたうえ、契約
満了の日から６０日を超え
ない期間（セル・オフ期間）
に限り販売することができ
ます。

セル・オフ期間の終了

上記、12～17と同様の手続きになります

※更新の際の在庫数量分の承認シールは発行いたしません。
※ユニフォーム変更やシーズン・年号を特定できるロゴ等を使

用されている場合、契約更新をお断りする場合がございます。
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※契約開始日の属する月内に、BtoBプラットフォームからメールでお送りいたします。

12.請求書発行

契約開始日以降

13.入金
※振込手数料は貴社にて負担ください。

14.承認シール発送

※弊社の許可を得て承認シールを印刷対応される場合は、商品製造証明書に社印を捺印いただき郵送ください。

16.完成品のサンプルご提出
※種類毎に数ケほどを販売開始までに提供ください。

※3か月毎に弊社指定のフォーマットで販売実績を提出ください。

17.販売開始

15.商品製造及び承認シール貼り付け

18.契約更新案内（契約満了通知）をメールで送付

19.申請URLに商品情報入力 19.セル・オフを行う旨の連絡

20.廃棄証明書の提出

21.契約満了
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【イメージ】
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販売計画/商品化権使用許諾申請URL入力にあたっての注意事項
※同商品群であっても、標準希望小売価格あるいはご使用される商標の範囲によってロイヤリティ率が異なる場合は分けてご提出ください。

Ⅰ．会社情報 申請日及び既に入っている情報に間違いないかご確認ください。

Ⅱ．契約内容
１．意匠図

最大１０MBまでのPDFもしくは、JPEGデータでアップロードしてください。その際、できるだけ一つのファイル内にデータをまとめていただくようお願いいたします。
容量が上回る場合は、firestorage等外部サイトでアップロードの上、URLを「販売計画：「商品情報」 商品化権使用許諾申請：「備考」」欄に貼り付けてください。

２．使用商標
使用されている商標・肖像を選んでください。基本ロゴのみは①５％、マスコットが含まれる場合は②８％、選手肖像が含まれる場合は③８％を選択してください。
※マスコットと選手肖像を同時に使用される場合は、③を選択してください。

３．標準希望小売価格
税込・税別ともに、小数点以下は切り捨てでご入力ください。
※誤った使用商標・肖像を選択し、標準希望小売価格及び契約数量を入力してしまった場合、必ず標準希望小売価格及び契約数量を0にしてから、

正しい使用商標・肖像を選択し直してください。

４．契約開始・終了日
契約開始日は「製造開始日」です（契約開始日＝販売開始日ではありません）。
契約開始日の属する月内に請求書を発行し、ご入金を確認の上、承認シールを発送させていただきます。
※承認シールを早期にご必要な場合は、そのスケジュールを考慮した契約開始日に設定されることをお奨めいたします。
※P4の際、商品化権使用許諾申請書がPDFデータで届きます。内容ご確認の上、貴社で一部保管いただきますようお願いいたします。

追加申請 更新申請

新規 販売 追加 更新
1,000個 500個 3,000個 3,500個

契約開始日 契約満了日
20○○年1月1日 20○○年12月31日

【イメージ】

契約開始日 契約満了日 更新日
20○○年1月1日 20○○年12月31日 20○○年1月1日

新規 販売 在庫 更新
6,000個 5,000個 1,000個 新規3,000個

在庫1,000個

■ 申請書（販売計画/商品化権使用許諾URL）の提出
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１．A4サイズ。右上に商品名を記載。
データはPDFもしくはJPEGで、10MBまでのデータを
できるだけ一つのデータでご提出ください。
※写真等の画像データを貼り付けたものでも可。

２．パッケージは、展開図および組立後の意匠図。
３．意匠図制作の際は、お渡しする清刷りを使用してください。

①色指定について
カラー印刷（プロセス４色もしくは特色５色）又は単色印刷を原則とします。
※特色５色印刷（「円形球団マーク」）は、虎の舌の色と背景色が同じでも構いませんが、虎の鼻の色と背景色については、

原則清刷どおりに再現してください。

カラー印刷は、清刷りの色指定に従ってご使用ください。
※1.部分的な色指定変更は禁止（2色・3色印刷等の場合も含む）いたします。
※2.「円形球団マーク」又は「虎頭の図形」を単色で使用する場合は、背景色と着色部分が反転しないようにご注意ください。
※3.商標の外側と背景が同じ色の場合は、商標の周囲を細い白色などのフチで囲んでください。

②配置について

商標の一部だけを使用すること又は清刷りにブロックごとに表示している商標
の各部分を分離して使用することはご遠慮ください。
※ただし、「虎頭の図形」＋「文字」（「Ｔigers」・「ﾀｲｶﾞｰｽ」・「HANSHIN Tigers」）を同一表示面に使用するときに限り、

「虎頭の図形」と「文字」との分離使用が可能です。
※「虎頭の図形」は、原則右向きのみ使用可能です。

球団名称（文字）のうち、日本語の「阪神タイガース」及び「タイガース」を除き、
縦配列（縦書き）はご遠慮ください。

③拡大又は縮小比率について
縦×横比率や、各部位の相互比率を変更することは禁止いたします。

④その他
部分的に欠けたり切れたりしないよう、また商標に異なる文字、記号及び
マーク等を重ねることのないよう完全に表現していただくことを原則とします。

商品名

（A4サイズ）
○ ×

例２．背景色と着色部分の反転

上記は意匠図制作にあたっての注意事項の一例です。
商標はお渡しする清刷り等に記載の色指定に従ってご使用ください。

○ ×
例１．部分的な色指定の変更

例３．商標の一部使用

×○

例４．商標の分離使用

×○

例５．商標の外側と背景が同じ色

×○
例６．文字商標を縦書きにて使用

○ ×

例７．相互比率の変更

×○
例８．部分的に切って使用

○ ×

例９．商標を重ねて使用

×

【使用例】
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■ 意匠図制作にあたっての注意事項
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■ ライセンス商品の広告・宣伝について

１．紙媒体及びＨＰ等ウェブでの取扱い
①掲載可能なもの

・許諾契約したロゴ。 ※同一ロイヤリティ率のロゴであれば可

・許諾商品自体の写真。
・「阪神タイガース承認」（「阪神タイガース公認」や「阪神タイガース公式」はお止めください）。

②掲載不可なもの ※掲載する場合には、別途料金が必要

・許諾商品とは別に肖像を使用、または許諾商品から肖像だけを抜き出して使用すること。
③その他ウェブでの注意事項

・商標をバナーにすることはお止めください。
・許諾商品画像枠内であれば使用可能ロゴの抜き出しは構いません。

※リンクを一切貼っていないページにおいては許諾商品画像枠外でも使用は構いません。
（同window内においての『もとに戻る』のリンクは可）

・商標を許諾商品画像枠外で使用する場合、許諾商品以外の商品の広告・宣伝は
ご遠慮ください。

２．ＰＯＰでの取り扱い
許諾商品だけを商品棚やコーナーで宣伝する場合のＰＯＰにおけるロゴ使用は無償です。
※肖像を使用する場合は、選手グッズであっても別料金が必要となります。

３．その他注意事項
①事前承認を得た場合以外、販促等の用途での許諾商品の販売はご契約対象外になります。
②広告掲載は、許諾商品の契約期間に限ります（特に、ＨＰへの掲載期間にご注意ください）。
③卸し先様についても当ページのとおりご説明の上、必ず事前に弊社の承認を得てください。
④販促物に商標を使用される場合は、場所はお任せいたしますが「© 」

か「© 」とお入れください。
⑤予め広告等のデザインについて、変更できる段階で弊社にお見せください。

【注意事項】 以下の場合は、別料金が必要となります。
・許諾商品ではない商品等の宣伝に、ロゴや肖像を使用する場合
・ロゴを使って、許諾商品と一緒に許諾商品以外の商品を宣伝する場合
ex.１枚のチラシで、ロゴを使用して許諾商品と許諾商品以外の商品を宣伝する場合
・契約したロイヤリティ率を越えたロゴ・肖像を使用する場合
・ノベルティグッズを配布する等のセール・キャンペーンを行う場合

【使用例】

許諾商品： 「阪神タイガース キーホルダー」
使用商標： 球団旗 （ロイヤリティ率５％）

【紙媒体への掲載例】

×○
○○商会

新商品のご案内

ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

阪神ﾀｲｶﾞｰｽ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

阪神タイガース承認

○○商会
阪神タイガースキャンペーン

ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

阪神タイガース公認

【ＨＰ等ウェブへの掲載例】

・ 許諾商品枠外における使用可能ロゴの抜き出し等はお止めください。
・ 弊社の商標等を使用したセール・キャンペーンには別料金が必要とな
ります。

×○

その他のタイガースグッズは☟をクリック

阪神タイガース承認
キーホルダー

阪神ﾀｲｶﾞｰｽ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

阪神タイガース承認

○○商会 商品ラインナップ

ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

・ 商標をバナーにすることはお止めください。
・ 商標を許諾商品画像枠外で使用する場合は許諾商品以外の商品

の広告・宣伝はお止めください。
・ 同一ロイヤリティ率以外の商標を使用することはお止めください。
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別紙1-1



別紙1-2

周年ロゴ



別紙2-1

2024.12■阪神タイガース マスコット清刷り＜基本ポーズ＞／使用カラー



別紙2-2

2024.12■阪神タイガース マスコット清刷り＜その他ポーズ＞／使用カラー



別紙2-3

2024.12■阪神タイガース マスコット清刷り＜シーズン・テーマ＞／使用カラー



2021.11■阪神タイガース マスコット清刷り＜キー太 新ポーズ＞／使用カラー

別紙2-4

2024.12■阪神タイガース マスコット清刷り＜キー太 新ポーズ＞／使用カラー 2024.12
■阪神タイガース マスコット清刷り＜シーズン・テーマ＞／使用カラー

■阪神タイガース マスコット清刷り＜キー太新ポーズ＞／使用カラー



別紙3-1阪神タイガース２０２５ホームユニフォーム



別紙3-2阪神タイガース２０２５ビジターユニフォーム



別紙3-3阪神タイガース２０２５ネーム・番号


